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         〃      村 石   篤 

         〃      佐 藤 則 寿 

         〃      高 田 重 信 
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４  欠 席 委 員    ２人 



           座  長    柞 山 数 男 

（  代理出席    髙 道 秋 彦 ） 

           委  員    竹 田   勝 

        （  代理出席    舎 川 智 也 ） 

５  職務のために出席した者 

【議会事務局】 

事務局長             島  静一

事務局次長            岡地  聡

議事調査課長          福原  武

議事調査課長代理        石黒 隆司

議事調査課議事係長       中山  崇

議事調査課主任         平野  霞



６ 協議結果について

１ 一般質問の年間持ち時間及び議案質疑の分離について

  （提案の趣旨：一般質問の年間持ち時間については、現行の議員１人当た

り１２０分では職責が十分果たせないため、１８０分への見直しが必要

である。

議案質疑の分離については、質疑と一般質問とは性質が異なる別のも

のであることから、一般質問とは分離して行うべきである。）

   現状どおりとする。（意見の一致が見られなかったため。）

２ 政策検討会議について

  （提案の趣旨：市民の意見を反映させ、議員みずからがお互いに討議し合

い、議会側から政策を提案していくために、設置する必要がある。）

現状どおりとする。（意見の一致が見られなかったため。）

３ 議会基本条例について

    制定について、賛否双方の意見に加えて、議会として一致団結しよう

   という機運のない本市議会の現状においては、制定の可否を決定する段

階にはないとの意見もあり、意見の一致は見られず、結論を見送った。
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７  会議の概要  

副座長    それでは、時間より少し早いのですが、全

員そろいましたので、ただいまから、議会

改革検討調査会を開会いたします。 

柞山座長及び竹田委員から、都合により欠

席との連絡がありましたので、私がかわっ

て議事を進めさせていただきます。 

なお、本日は、欠席委員にかわり、髙道議

員、舎川議員が代理出席されています。

〔傍聴の申込み（１名）について諮る 

…許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

副座長    次に、調査会記録の署名委員に、村石委員、

佐藤委員を指名いたします。

これより、本日の協議事項に入ります。 

協議事項については、お手元に配付のとお

りであります。  

      まず協議事項１番目の、一般質問の年間持

ち時間及び議案質疑の分離についてであり

ます。

資料については、事前にお配りしたとおり

であります。

それでは、まず日本共産党から提案理由の
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説明をお願いします。

赤星委員   地方議会における一般質問とは、議員がそ

の地方公共団体の行財政全般にわたり、執

行機関に対して疑問点をただし、所信の表

明を求めるものです。

この議員の質問権は、地方公共団体の重要

な意思を決定し、住民にかわって行財政の

運営を監視する権能を有する議会の構成員

である議員が、行財政全般について執行機

関の所信や疑義をいつでもただすことがで

きないと、その職務を十分果たすことがで

きないために、議員固有の権能として与え

られているものです。

時々刻々と動き続ける社会情勢のもと、現

在のような議員１人当たり、答弁を含めて

年間１２０分以内の会派持ち時間制という

発言制限をしていては、議員一人一人の責

任において、その職責が十分果たせません。

よって見直しを求めるものです。

一方、質疑は、現に議題となっている事件

に対する疑義の解明であって、議案質疑は

市長から提案された議案について疑義をた

だすものですから、そもそも一般質問とは

根本的に性格の異なる別のものです。これ

を一緒にして行っていること自体が、まず

間違いと言わなければなりません。

さらに、行財政全般にわたる一般質問と議
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案質疑とを混在させた上、議員１人当たり、

答弁も含めて年間１２０分以内の会派持ち

時間制では、議案の審議についても十分に

行えるとは言えません。

議会には議決権があります。議決権は、議

会の持つ権限の中で最も本質的、基本的な

ものであり、議会の存在目的からも第一に

上げられる権限である。市長が提案した案

件に対して可否を表明することが、議会の

最も重要な使命であり職責であるといえる。

これは議員必携にも掲載されている見解で

す。

したがって、この使命と職責を果たすため

に、議案の審議について充実を図らなけれ

ばなりません。そのためには、質疑は審議

に当たって最も重要な段階であるので、あ

らゆる角度からの十分な質疑が尽くされる

ように努めるべきであり、一般質問とは分

離して行うのが当然と考えます。

これらの理由から提案をさせていただいて

おりますので、よろしくお願いいたします。

副座長    続いて、この協議事項につきましては、フ

ォーラム３８からも提案されておりました。

引き続き、フォーラム３８から提案理由の

説明をお願いします。

大島委員   私は１人会派ですので、年間１２０分の持



4

ち時間で、全定例会において一般質問をし

ようと思うと、各定例会につき３０分とい

う制限がございます。

途中で話が滑ったりもしますが、ある程度

余裕を持って答弁を聞いたりする場合には、

できればせめてもう１５分くらいあればい

いなというふうにいつも思っておりまして、

１人当たり年間６０分増やして、１８０分、

３時間にならないものかというふうに思っ

ております。

質疑との分離ですが、本来は一般質問と質

疑は違うものですが、一般質問については、

さきの１２月定例会から事前に通告をして

すり合わせをしています。事前に通告しな

ければいけないというふうに変わったこと

で、当局側から議案の提案があってすぐに、

質疑と一般質問を切り離すことは、非常に

難しくなるのではないかなと思っておりま

す。

一般質問の時間を各定例会につき、１５分

増やすことを選択するかわりに、とりあえ

ず質疑と一般質問を一緒にしても構いませ

ん。各定例会につき、もう１５分追加をし

ていただければ余裕を持って質問と答弁が

できるのではないかなと思います。

各定例会につき、４５分の持ち時間があっ

たとしても、３５分で終わる場合もあれば、

４０分で終わる場合もあります。ぎりぎり
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になるということはなく、余裕を持てると

いう意味で、ぜひ質問時間の延長をお願い

したいというふうに考えております。

副座長    それでは、各委員からの御意見をお伺いい

たします。

お手元には、「議会運営に関する申合せ事

項における一般質問及び議案質疑の変遷に

ついて」という参考資料もお配りしてあり

ます。まずこちらにも目を通していただい

た上で、お願いいたします。

それでは、御意見のある方はいらっしゃい

ますか。

久保委員   まずは、立場からすると反対なのですが、

赤星委員が言われた、現状では職責が全う

できないとか、議案の審議が十分にできな

いというふうには、私は全く考えておりま

せん。そこにまず大きな隔たりがあるのだ

なと思いました。

以前、発言時間が制限されている、短いの

ではないかというような御意見がありまし

たので、私もちょっと気になって調べてみ

ました。

私もどちらかというと、本会議でも委員会

でも、よく質問ないし意見を言うと思いま

すが、私が平成２９年度の１年間にしゃべ

った大体の文字数  これは議事録から拾っ
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てきたのですが  約５万５，０００字でし

た。赤星委員に関しては、もちろん討論な

ども含めてですが、本会議と常任委員会を

合わせると約９万６，０００字で、私の約

２倍近くの発言をしていました。  

よって、やはり議員として、議会の場で発

言することはもう許されているというふう

に私は考えております。ここに関しては、

例えば発言をしたいけれども、十分にでき

ないというようなことではないと思ってお

ります。 

次に、議案の質疑についてですが、富山市

議会の場合、常任委員会では時間を設定し

ていないので、午前で終わらなければ午後

にというようなこともできますので、十分

深堀りができております。 

これについては、１人会派や少数会派では

無理ではないかといった御意見もあるかと

思いますが、４人以上の会派を組めば、必

ず全ての常任委員会に入れるわけです。

そういったことを考えると、議案の審議よ

りも優先するべきことがあると。会派の形

にこだわって、議案の審議よりもそちらの

ほうが重要であるというふうに考えている

のではないかと私は判断しております。

また、時間が足りないというような御意見

に関しては、これも３人以上の会派を組め

ば、３月定例会において代表質問もできる
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わけです。

ここで一定程度、当局に対して質問できる

時間が与えられるにもかかわらず、３人以

上の会派を組まないということは、質問す

ることよりも重要なものが、皆さんの中に

あるのではないかというふうに私は捉えて

おります。

何より、当局に対してキーワードの説明や

過去の統計、データを伺うだけなど、何が

問題で、どうあるべきかということが不明

瞭です。そういった質問が重なってきます

と、これは市政発展に本当に寄与している

のかといった疑問を持ってしまいます。

私も本会議における皆さんの質問を聞いて

いる中で、首をかしげたくなることが、議

員になってから何度もありました。

この答弁については、当局の皆さんが大変

な労力を費やして答弁書を作成しておられ

ます。

これ以上の質問時間の増加は、今の時点で

は市政発展には寄与せず、当局の答弁書作

成の負担が増すだけだとすれば、まだまだ

議員の質問の質を向上させて、あと一歩で

当局に差し迫れるような質問がもっと増え

てきた段階で、質問時間を延ばすべきだと

思いますので、この意見に関しては反対で

す。
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副座長    赤星委員については、一般質問以外の場を

も利用して、しっかり発言されているとい

う点と、会派制度を使って委員会で発言す

るといった委員会の充実を 今していない

ことを図るべきだということで、質疑と一

般質問時間の両面について意見がありまし

た。

      これに対して、御意見はありませんか。

村石委員   結論から言いますと、各定例会につき１人

当たり、答弁時間も含めて４５分とするべ

きだと社民党としては考えています。

大島委員とよく似ているのですが、なぜ各

定例会につき１人当たりなのかというと、

今は会派持ち時間制になっていますよね。

そうすると、議員によっては、年間１２０

分を超える質問をしている方もいるわけで

す。そういう意味からいうと、議員１人当

たりのほうが、権利として時間が公平に与

えられるということから、一般質問の時間

は各定例会につき１人当たりという形にす

るべきだと思います。

４５分にする理由は、やはり３０分の持ち

時間で質問をするということは、時間を非

常に気にしながら質問をしなければなりま

せん。

もしくは、質問事項を考えるときも、３０

分に抑えるだけの内容になってしまうとい
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うことが、現実問題としてたくさんありま

す。

そういう意味で、各定例会につき１５分延

ばして、４５分で行うべきだと考えます。

あとは、一般質問と質疑の分離の問題です。

考え方としては、確かに一般質問と質疑を

分離したほうが、市民の方にもわかりやす

いということはあるのかもしれません。

この辺は大島委員とよく似ているのですが、

各定例会につき１５分延ばすことによって、

議案の質疑ができる時間も含まれてくるわ

けです。

とにかく、各定例会につき１人当たり４５

分とすることを実行した後に、分離したほ

うがいいのかどうかをまた考えればいいと

思っています。

副座長    すみません。今の村石委員の発言は、議論

が進展しなかったと思います。

赤星委員や大島委員が提案した内容とほぼ

同じ意見を、今、村石委員は言われたわけ

です。その前の久保委員の発言は、提案に

対して委員会をもっと充実させるべきだと

か、会派を組んで対応できるのではないか、

また、議会では質問以外の場もあり、赤星

委員はそこをしっかりと活用して主張して

おられるのではないかといった、もともと

の提案に対しての反対意見を述べておりま
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す。それに対しての御意見はありませんか。

赤星委員   あくまで一般質問での持ち時間について申

し上げているのです。

討論だとか委員会だとか、全く違った質の

発言を全部一緒にして、何万字発言してい

るからいいのではないかとおっしゃるのは、

全く違うと思います。

あなたは主張できているからいいのではな

いかと、そういう問題ではなく、一般質問

をどう捉えているのかなのです。

一般質問は一般質問です。本会議の場にお

いて、行財政全般について所信をただすと

いうものであります。なぜそのように、意

図的にほかの発言とまぜて主張なさるのか、

私は理解できません。

久保委員   例えば予算案全体など、市政にかかわるこ

とに対して討論をしているわけですから、

赤星委員が言われるように、これは１つの

指標であって、それが全てではないとは私

も思っています。

発言が各議員や大会派に偏っているわけで

は決してなくて、個々がしっかりと主張で

きる環境は整っているというつもりで言い

ました。

高田 重信委員 そもそも、やはり議会運営の観点からする
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と、一般質問の日数については、今まで３

日間だったのを４日間にしたことで、皆さ

んの発言の場を一つ提供しています。

そして、皆さんの合意の上で、前回から時

間についても検討しながら、１人当たり年

間１２０分にしている中において、やはり

私たちが考えるのは、会派というのがいか

に重要かということです。

先ほど村石委員は個人と言われましたが、

議会の運営に当たっては、やはり会派とい

うものの考えを基本にしながら、議会運営

はされるべきだと自民党では考えています。

そうした中で、会派持ち時間  先ほど久保

委員も言われましたが、会派を組んでいた

だければ、時間をしっかりと有効に活用で

きるわけです。

ただ１人会派であるべき意義は、私たちに

はわかりません。もしそれを言われるので

あれば、しっかりと会派を組んで質問して

いただきたいというのが１点です。

質疑の分離につきましては、一般質問と一

緒でも、私は構わないと思っていますし、

次年度からは予算決算委員会もでき、１委

員会を１日かけてやるということです。

まさしく質疑につきましては、しっかりと

時間がとれ、いろいろな観点の中でそれぞ

れの委員がしっかりと発言できるというこ

とも申し添えておきたいと思います。
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副座長    高田  重信委員からは、議会運営の総合的

な観点と、それを踏まえた上で、会派を組

めば質問時間もしっかりと確保でき、別の

質問もできるという点、また質疑について

は、一般質問と一緒にしてもいいという点

についての意見がありました。

それに対して御意見はありますか。

佐藤委員   まず、きょうのテーマは、一般質問の年間

持ち時間の件と、質疑と一般質問の分離の

件についてです。特に質疑と一般質問の分

離については、昨年もいろいろ議論をして

きました。

質疑と一般質問の分離については、今の提

案理由の説明ですと、共産党だけが今回主

張されているということでよろしいでしょ

うか。

副座長    そうです。

佐藤委員   結果的に言うと、そういう状況のようです。

まず、質疑と一般質問の分離については、

昨年も、私ども公明党としましても発言を

しました。

かつて、富山市議会でも、質疑と一般質問

を分離していた時期があることは、赤星委

員も承知されていることだと思います。質

疑と一般質問の分離の議論については、こ
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れまでも丁寧にしっかりと、相当やってき

たという自負は皆さんにもあると思うので

す。

      そういう中で、今、改めて質疑と一般質問

の分離が、やはり市民の目から見ても議会

改革上で大きな争点になるのか、あるいは

本当に必要なのかという点では、また新た

な議論をする必要性は私は感じていません。

これについては、社民党さんも同じ意見だ

と思います。

      一般質問の年間持ち時間については、これ

も昨年度から約２年間、１２０分でさせて

いただいています。

先ほど皆さんから話がありましたように、

議長からの提案により、さきの１２月定例

会から、質問項目の重複がないように、事

前の通告もしています。

議会として事前に、もっと緻密に積み上げ

ることをみんな学んできているところなの

です。

昨年、私どもも言いましたが、やはり質を

どう高めていくのかということで、今年度

もまたこのまま１２０分でやろうというこ

とを決定させていただきました。

この１年間、そういう意味では、まだまだ

反省点もありますし、さらにもっと質の高

い質問を重ねていくという  今ほど高田  

重信委員も言われましたが、やはり議会運
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営は、当然のことながら、ある程度のルー

ルの中で、さらに精査して、なおかつ市民

目線から見てもわかるような、そういった

改革をしていくということです。

もちろん議会の権能などという点について

も、いろいろな意見も当然あるわけです。

やはり私は、まだまだ富山市議会は  市民

の目から見て、議会というものが、もう少

し近いと言えるような改革をまずはするべ

きだと思います。

そのことから考えますと、例えば本会議の

インターネット中継も開始しましたが、た

だ一般質問の時間を長くすることで、本当

に議会が多くの方に、より一層注目される

のかというと  今、一般質問の時間の延長

を市民が本当に求めているという実感がな

いのが事実ですので、質問の内容をもっと

もっと深めなくてはいけないというのが、

私ども公明党の意見でございます。

尾上委員   議論を進展させる意見ではないかもしれま

せんが、質疑と一般質問の分離については、

先ほど高田  重信委員も言われたように、

来年度から１委員会を１日かけて行うとい

う中には、最終的にはインターネット中継

やケーブルテレビ中継も視野に入っている

と私は思っております。

質疑は委員会の中で十分行えばいいと思い
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ますので、質疑と一般質問の分離は必要な

いと思っております。

      また、一般質問の年間持ち時間に関して言

えば、佐藤委員や久保委員も言われたとお

り、もっと質を上げることが最重点課題で

はないかなと思っております。

      ただ、高田  重信委員が言われたように、

会派というものは重要だと私も思っていま

す。そういう観点から私も２人会派で、力

を合わせながらやっているわけですが、な

かなか本当の意味でいうところの会派まで

は到達できていないのが現状です。それは

いろいろあってそういうことになっている

のですが……。

今は会派持ち時間制になっておりますが、

やはり議員個人というのもそれなりに必要

だというふうに思いますので、会派持ち時

間制は議員持ち時間制に変えればいいので

はないかなと我が会派は考えております。

副座長    押田委員、何かほかの意見はありますか。

押田委員   この案件に関して、平成２８年１１月の補

欠選挙で当選した私たちが入る前の、平成

２８年１０月１４日からの議事録などにち

ょっと目を通してみました。

      提案者である共産党は、一般質問の年間持

ち時間を９０分から１２０分にという提案
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をしていて、今回さらにまた時間を延ばそ

うという提案です。

議事録を見ていけば、制限が全くないと、

過度に質問が細かくなってしまうといった

こともあり、時間を増やしてきたという経

緯があります。

      その中で、やはり意見として出ているのは、

議員の質をどんどん上げて、質問のグレー

ドを上げていけばいいのではないか、また、

繰返しの質問やデスクに行けばわかるよう

な質問をしているということです。

それで時間を延ばせというのもいかがなも

のかなというふうに思っております。

      さらには、提案者の中で、全員の方が１人

当たり１時間で、市民や議員が十分に耐え

られるだけの質問が続くとは思いませんと

いった発言をされている方がいらっしゃい

ました。それなのに、まだ時間を延ばそう

というのは一体何なのかというふうに思い

ます。

さらに言えば、国政の悪口を言ったりして

いる中で、時間が足りない、時間が足りな

いと言っているのは、本末転倒だという意

見もありました。また、本会議で発言する

ことだけが全てではない、実際に現場に行

って、見ることも議員活動の一つではない

か、単なる議員自身のアピールになるので

はなかろうかということも話し合われてい
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ました。

そういう結論の中で、今任期において１２

０分になったということを御提案者の方は

どうお考えになっておられるのかを問いた

いと思います。

      それと、我が会派の委員から、過去の本調

査会の中で、質問することだけが議員の仕

事ではないというふうな発言もありました。

そういうことから考えてみると、やはり質

問の質を上げることを一番念頭に置いて今

任期はスタートしまして、この議論が本調

査会で何度も何度もるる繰り返されると、

他の重要な項目の協議になかなか時間を割

けないということにもなりかねないという

ふうにも思っております。

      副座長にお願いがあるのですが、どこかで

この議論は打ち切っていただいて、次の改

革に向けて始動していただけませんでしょ

うか。

副座長    ただいま、過去に議論を尽くしてきたので

はないかという意見が続きました。

      それも踏まえた上で、大島委員お願いしま

す。

大島委員   一般質問の年間持ち時間が１２０分になっ

てから、私は１定例会ごとに一般質問を行

うために３０分でやってきて、だから時間
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が足りないといった現状を訴えているとい

うことをもう一度御認識いただきたいです。

また、原則、質疑と一般質問は別のものだ

ということを再三申し上げてまいりました

が、さきの１２月定例会から事前に通告を

して、すり合わせをするという制度ができ

たことで、時間的な余裕がないので、質疑

と一般質問を一緒にして、プラス１５分で

どうでしょうかということを申し上げまし

た。

      高田  重信委員は会派を中心に議会運営を

しているというようなことをおっしゃいま

したが、我々は会派で当選したわけではな

く、個人で当選して、それで、党派とか政

治的な同士で組んで会派を運営しているわ

けです。

会派の中でも、例えば請願や意見書など全

てにおいて鉄の結束を誇られる会派もあり

ましょうし、自由にそれぞれ個人の賛成・

反対を表明する会派もあります。

会派というのは、代表質問ができるわけで

ありますが、必ずしもそれが会派で運営し

ていることの全てではないということで、

非常に疑問を持つのです。その辺も含めて、

個人としての質問時間は非常に大事なもの

であるということをもう一度御認識いただ

きたいと思います。
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副座長    久保委員から手が挙がったのですが、今ま

で出てきた会派に対する意見について、大

島委員はちょっと誤解して捉えているとい

うか  会派を組めば解決できるのではない

かと言っている意見に対して、会派に対す

る考え方の持論を述べられたので、それは

ちょっと論点がずれているのではないかと

……。

ここまで言いましたが、久保委員、何か言

うことはありますか。

久保委員   副座長の意思とはずれるかもしれませんが、

一言、自民党としてはっきり言っておきた

いことは、大島委員が言われたように、会

派を名乗って当選したわけではないのです

から、どの方と会派を組まれても本来なら

ば有権者、支持者には理解していただける

ということだと思います。

それを踏まえた上で１人であるという  代

表質問を行えない会派を選択されていると

いうことをまず御理解いただきたいと思い

ます。その認識がなければ、この議論は全

くの平行線になります。

もう１つは、この後の協議項目である議会

基本条例にもかかってくるのですが、議会

として質問時間が足りているのか足りてい

ないのかという議論が全くありません。や

はり個人だと  会派でもない、個人だと。
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そうではなくて、議会全体として質問時間

が足りているのか足りていないのかという

視点を踏まえても、質問の質から考えても

私は、今の時点では、十分足りていると思

います。

常任委員会の質疑でも十分足りているとい

うことですので、議員個人の議論をされる

方もいらっしゃいますが  そういう方は、

議会基本条例の制定には反対されるのだろ

うと思いますが  やはり議会として捉える

方には、議会として捉えて発言していただ

きたいと思います。

副座長    久保委員は個人と会派、議会全体とを総合

的に考えているのかなと思います。

上野委員、御意見があれば言ってください。

上野委員   きょう初めて発言させていただきますが、

先ほど尾上委員もおっしゃっていたとおり、

確かに、会派を組むということに関しては、

恐らくいろいろな条件がそろわないとなか

なか難しいのも現状だと思います。

      実際に、さきの１２月定例会から、事前通

告制をとりまして、できることであれば、

多少、かぶったものは調整をという形でし

たが、実際にふたをあけてみると、そこま

で進まなかったのかなというふうに私は感

じました。
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      そういうことであれば、やはり会派の中で

合議をとるといった場合は、この一般質問

とは少し質の異なることなのかなと私ども

の会派は思っております。

議会全体として質問時間が足りているかど

うかということもあります。確かにそうで

すが、議員個々の主義・主張や会派の主張

には、それぞれに異なることもありますの

で、やはり一定程度の時間の確保は必要で

はないかなというふうに思っています。

      そこで、一般質問の年間持ち時間及び議案

質疑の分離についてが今回のテーマですが、

質疑の分離に関しては、これまでの経緯も

あるので、私どもとしても難しいのかなと

いうような結論を一旦出させていただきま

した。

一般質問の年間持ち時間に関しては、年間

１２０分でやってみましたが、確かに少数

会派ですと、会派に与えられる時間が制限

されます。私どもとしましては、できるこ

とであれば、大島委員の言われるとおり、

定例会ごとに１５分延ばしていただいて、

年間１８０分にするという点に賛成させて

いただきたいと思っています。

副座長    今までの中で、会派を組まなければいけな

いという意見は１回も出ていないのですが。

全般的には、会派を組めば解決されますよ
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という提案がなされていたものだと思いま

す。

      今はこれだけ議論を重ねていっても、それ

ぞれの言葉の、お互いにとって都合のいい

ところが出てきて、話がなかなか決着を見

ないと思います。

      概ねの意見をお聞きしたということで、こ

の議論についてはこの辺で閉じたいと思う

のですが。

赤星委員   副座長。

副座長    赤星委員、ここまでの意見を踏まえた上で

の意見をお待ちしていますので、よろしく

お願いします。

赤星委員   まさに今のテーマは、一般質問そのものの

議員１人当たりの質問時間をどうするの

かという議論をしていただきたいのです。

会派を組めば解決できるというようなお話

は、ちょっと話をそらしておられると思い

ます。

会派は、結成できるものであって、必ず結

成しなさいという決まりはないはずです。

      政策を中心に、志を同じくする議員同士で

結成するものであって、代表質問が目的で

無理やりに結成するものではないはずです。

      例えば、自分が所属していない常任委員会
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に付託される重要議案が幾つもあり、本会

議で質疑をしなければ疑義をただすことが

できないとします。現行では、一般質問は

議案質疑と一緒にしていますので、１人当

たり３０分しか発言できない場合、議案質

疑の部分が大きく膨らんでしまいますと、

今度は一般質問の部分が圧迫されて少なく

なる、そういうシステムでやっているわけ

です。

一般質問と質疑は、そもそも性質の違うも

のですから、分離をして当然ではないかと

いうことを考えていただきたいということ

で、再度提案させていただいたものです。

      議決権という、とても驚くべき権限が地方

議会に与えられているのです。そのことを

再認識するためには、やはり市長から提案

された議案について、十分に審議を充実し

なければなりません。

近隣で  隣県ですが、例えば高山市議会で

は、議会基本条例に基づいて、議案の審議

を充実させたそうです。他の議会ではそう

いうところもあります。そういうところを

……

副座長    赤星委員、つれづれの話に変わってきてい

ると思いますので、私の判断でちょっと打

ち切らせていただきます。

今の意見もですが、基本的にはやはりそれ
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ぞれを引用した意見でも、相入れることは

ないと思います。

それぞれの皆さんの思いは、大変かたいか

と思いますので、この件については現状ど

おりという形をとらせていただきたいと思

いますが、いかがですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副座長    それではそのように決定させていただきま

す。

      次に、協議事項２番目、政策検討会議につ

いてであります。

それでは、社会民主党議員会から提案理由

の説明をお願いします。

村石委員   今、地方議会に求められているのは、議員

によるいろいろな条例提案や計画、要綱な

どの策定です。

なぜかといいますと、今まで多くは市長部

局というか執行機関から、条例提案や、総

合計画などのいろいろな計画が出されてい

ます。

市民はもっと多様な意見を持っているので、

その意見を聞いた上で、議員みずからがお

互いに討論をして、条例を提案したり、計

画をつくるといったことが、今求められて

いるわけです。
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ぜひ政策検討会議をつくったほうがいいと

思っています。

副座長    社民党からの提案理由は、まさに議会基本

条例にも出てくるとおりのお考え  結構オ

ーソドックスなお考えですね。

続いて、光から提案理由の説明をお願いし

ます。

上野委員   今ほど社民党からも少し説明がありました

が、やはり政策の提言ですとか、市長部局

から出てくる議案だけではなく、これから

はやはり市民の声などを聞いて、議会側か

らも新しい提案をしていくことも必要では

ないかと私どもも考えています。

実際に、例えば柏市では、出産・育児・介

護等検討会のメンバーが女性議員だけとい

ったように、会派を超えた形で構成されて

います。

このように、新しい、プロジェクトチーム

に近いような形で運営していくのも一つの

手段ではないかというふうに私どもは考え

ております。それで今回提案させていただ

きました。

副座長    以上、２会派から提案理由を説明していた

だいたわけですが、社民党からの説明は次

の協議項目である議会基本条例と重なると
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ころがあります。

政策検討会議については駆け足で行って、

議会基本条例の協議のときにもう一回出て

くるかもしれませんので、それを踏まえて

進めさせていただきたいと思います。

それでは、各委員からの御意見をお伺いい

たします。

佐藤委員   今、副座長からお話がありましたように、

議会基本条例に関するという前提ではある

のですが、今任期の新たな議会改革のテー

マとして、昨年度の冒頭に幾つか掲げさせ

ていただきました。

そのときに、私どもから提案した大変多く

の項目の中の、政策検討会議についても、

昨年度中に議論をしていただきましたので、

２年目に改めてこのテーマが他会派から上

がってくるとは思っていませんでした。

昨年度から何度も申し上げていますが、も

ともと我が会派としては、市民の目線から

見て、富山市議会はこう変わっていくとい

うことが、しっかりとわかるような形にし

ていきたいと思っています。

その１つのテーマとして政策検討会議  要

するに、議会が二元代表制の中で、市民目

線でどのような市民の福祉向上につながる

のかという  政策的に時期がまだ早いかも

しれないですが、かつてあの問題が起きて、
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本当に一丸となって、もっと議会が市民の

目線に近いところになろうということで、

こども医療費助成についても、全ての会派

で市長に申入れをしたという１つの前例を

つくった経緯もあります。

そろそろ議会として一致して、政策提案を

できる議会になろうではないかということ

で昨年度提案をさせてもらったのですが、

さまざまな議論を  今もですが、個々人な

のか会派なのかわかりませんけれども、主

義・主張を一生懸命言うだけです。

折れるところは折れながら、また、認め合

うところは認め合いながら、市民目線で一

歩踏み込んで政策提案ができるような、そ

ういう議会に成長していこうという決意の

もとで、柞山座長から、今年度はまだ議論

していない項目などについて優先順位をつ

けて提案してほしいとのことでしたので、

私どもは議会のＢＣＰの策定や大学とのパ

ートナーシップ協定について上げさせても

らいました。

ですから、昨年度１年間議論をして、さら

に今年度こういった政策提言という意味で

いうと、例えば各常任委員会でもそういっ

たことができるのではないかという思いを

持って私は今年度臨んだつもりです。

昨年の議論のときにも、今の常任委員会で

は、政策提言はできないのではないかとい
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ったいろいろな議論がありましたが、いや、

そんなことはないと。提言するつもりでし

っかり努力していこうということでやって

きたわけです。

私ども  私個人としても、昨年から一歩踏

み込んで、この政策検討会議について、今

もう一回改めて議論しようといった思いに

はなっていないというのが結論でございま

す。

副座長    公明党の意見は、政策検討会議については、

既に議論した上で、委員会をしっかりと充

実すべきだということですので、社民党が

提案する政策検討会議とは、ステージが若

干違うところがあると思います。

光の提案は、公明党の意見と比較的合致す

るようなところがあるかと思いますけれど

も。

高田 重信委員 政策を提言するということは、私はそんな

簡単なことではないと思っています。

政策というのは、予算だとかいろいろなも

のを含め、これをしっかりやるのだという

地盤を固めて、根拠を固めて提案していく

ものであって、議会としてできるものなの

か。

本当の政策というものを  まず議会に予算

編成権はないわけです。ただこうやりなさ
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いというのは要望ですよ。私たちの会派も

各地域において自治振興会と連携をしっか

りと図りながら、いろいろな要望を吸い取

り、市長に対して平成３１年度予算要望な

どをしています。

各会派においてもしておられると思います

が、そうした、きちんとした意見を聞きな

がら要望として出しています。

ただ、本当に政策としてしっかりとやって

いくとなれば、予算とかそういうことも含

めると、私たち議会側だけで、権限もない

中で本当の政策提言という形の 政策を提

言するという意味合いを皆さんにもう少し

しっかりと深く考えていただければ、これ

についてはおのずと少し慎重にならざるを

得ないというか……。

もともと二元代表制においては、議会側と

すれば、当局が提案してきた政策や予算な

どをしっかりチェックしながら、その実現

に向けてやっていく。当局側も市民の皆さ

んの声をしっかりと聞きながら 市長もタ

ウンミーティングなどをやっておられるわ

けでありますので、そうしたことを踏まえ

ながらの政策であります。

議会側とすれば、あとは要望という形で出

しながら、それを当局がしっかりと受けと

めて、では政策としてやっていきましょう

ということで、予算づけだとかいろいろな、



30

実現に向けてのきちんとしたステップを踏

んでいくわけです。

そういったことを踏まえると、私は政策検

討会議という名前自体が必要ないものだと

思っています。

村石委員   高田  重信委員が言われたように、予算編

成権がないから政策提言はできないという

ふうに、私たちは考えていません。

高田 重信委員 政策の意味合いです。予算も含んで政策だ

と言っているのです。

      そこを勘違いしないでください。

村石委員   はい。

予算を含まなくてもいろいろなことができ

ます。

例えば、富山市空家等の適切な管理及び活

用に関する条例です。あれは議会で検討し

ました。政策というのは、条例であったり

要望であったりいろいろなものがあると。

例えば、いじめ防止の条例や要綱をつくる

のも政策の一つですし、こども権利条約に

ついて議員同士で議論してつくるのも政策

の一つなのです。

もちろん議会には承認の権限だけあって、

予算編成権はありません。それをわかった

上で、議会としてやれる政策提言、提案は
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多種あるということを御理解ください。

副座長    村石委員、今の意見は最初に言われた提案

と若干またステージが  佐藤委員が言われ

たような、具体な政策提案のところにおり

てきたと思うのです。

      高田  重信委員が最初の提案に対して述べ

た反対意見に対するものでは、ちょっとな

かったと思うのですが。

久保委員   まず、私がイメージできないのは、政策検

討会議で何を議論するのかということです。

そこがわかりません。

例えば、議会改革に関することであれば、

このように議会改革検討調査会をつくって

おりますし、政務活動費については政務活

動費のあり方検討会をつくっております。

もちろん常任委員会でもいろいろな議論を

されていますし、まちづくりと公共交通対

策特別委員会もあります。

このように、今でも必要に応じてテーマが

十分に決まっていますし、議論の形態がこ

うでなければならないとなった場合には、

議会として取り組んできています。

そういった中で、これが一体何を議論する

ための会議で、なぜこれを 常設なのかど

うかもわかりませんが、常設して一体どう

するのかといったこともあり、イメージが
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全く湧かない提案でして、私としてはなか

なか議論がしづらいです。

さらに、先ほど赤星委員が言われたように、

会派というものが同じ政策や問題意識を共

有している人たちで組んでいるのだとした

ら、まずは会派の中でやったらいいのでは

ないかと。

会派を超えてはだめだということも、どこ

にも書いてありませんから、賛同される会

派でもっと勉強を、研さんを積んでいかれ

て、例えば議案として提出されるものであ

れば、そのとおりされればいいのではない

かなと。その辺は誰も制限をしていないわ

けですから。

ただ政策検討会議を突然、何のテーマかわ

からないけれども、議会として設置すると

いう提案に関しては、私としては全く  ど

う議論していいのかもわからないというの

が率直な思いです。

ですので、政策検討会議を設置しますと言

われたら、今のところ必要ないとしか言い

ようがないというところです。

副座長    これは私の判断で補足しますと、村石委員

はこういうことを言われたかったのだと思

うのです。

要は、当局に先んじて、議会側が当局以上

に政策を提案していくと。そのレベルでの
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政策検討会議をつくるべきだというふうに

先ほど総合計画というようなお話もされ

ていたと思うので、そこまでのしっかりと

した政策検討会議をつくるべきだというよ

うな意図で言われたのではないかと思うの

ですが、そうではないですか。

村石委員   例えばということで言ったので  政策とい

うのは、要するに、地方自治体の事務に関

するようなことです。条例にしろ要綱にし

ろ計画にしろ、いろいろなものがあるわけ

で、その中には予算の支出を直接伴わない

ようなものもあります。

例えば大津市議会などでは、政策検討会議

を設置して、皆さんの合議のもとで、こと

しはこれをテーマに議論していきましょう

ということでやっています。

ですから、ことし１年間かけて、どういう

テーマで具体的に意見交換をして、政策提

言をしていくのか。そのために政策検討会

議を設置してはどうかというのが、社民党

の提案なのです。

佐藤委員   冒頭からちょっとボタンのかけ違いがある

のかなと危惧したのは、私どもが去年提案

したときも、議会基本条例で政策検討会議

を定めているところが幾つかありました。

しかし、そうではなく、議会基本条例とは
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別に、例えば今回の資料にありましたが、

柏市や和歌山市などのように、議会基本条

例を制定していなくても  今の村石委員の

話を聞いたところ、私と同じ思いだという

ことがわかりました。

例えば、今年度は厚生委員会において、歯

科口腔条例について検討しました。このよ

うに、いわゆる理念条例ではなくて政策条

例を検討できるような場を設置できないか

という意味で、議会基本条例とはもともと

切り離して、今回のテーマにしてはどうか

という提案を昨年度にしました。

先ほどと重なりますけれども、急には当然

できないけれども、こういう議会になれば

いいですねということで昨年度は提案をし

て、議論をしました。

これについては、もう少し時間をかけて、

もっと議会全体が  ちょっと時期尚早かな

という思いで提案したのですが、それがた

またま今年度もいきなり項目として上がっ

てきたものですから  あくまで長期の課題

だというつもりで昨年度は提案しました。

今年度、各委員会などで政策条例のような

ものについても取り組み、根本的な二元代

表制  予算編成権云々といったところまで

踏み込むことは、現実的にはなかなかでき

ません。

ですから、副座長、申しわけないのですが、
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議会基本条例とは切り離したところへ、ま

た戻してもらったほうがいいのかなという

気がします。

副座長    そうですね。

逆に戻すとなると、佐藤委員が先ほど言わ

れたように、前回協議したものと同じステ

ージに立って、また同じ議論の繰返しが起

こってしまいます。

それでは会議として幼稚なので、それを踏

まえて大島委員、お願いします。

大島委員   そこまで言われるとちょっと言いにくいの

ですが。

佐藤委員はことし７月の本調査会において

大学とのパートナーシップ協定という、非

常に貴重な御提案をされています。

その際に、新たな条例制定や政策提言など、

議会の政策形成や立案機能等の充実・強化

を図るために大学の持つ人的・物的資源を

活用するパートナーシップ協定を結ぶこと

で、より質の高い政策提言が可能になると

いった効果があるというふうにおっしゃっ

ています。

これは非常に、私も同感なので、例えば平

成２９年４月の改選前に、全会派でこども

医療費の無償化を提案しました。これがあ

る意味、政策を提言したということです。
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そのときは、予算が全くないにもかかわら

ず、市長は全会派で言ってこられたのであ

れば、これはぜひやりたいというか、やら

ざるを得ないというふうなことで、市が動

いたわけです。

ですから、予算がなければ議会は何もでき

ないということではないというふうに私は

思っているのですが。

それを要望と捉えられるのか、政策提案と

捉えられるのか、それはまた別の形ではな

いかなと思うのです。

議会の役割というのは、予算がつかないか

ら政策提言ができないということではない

と思います。

また、佐藤委員とちょっと違うのは、協議

項目の（３）に行ってしまいますが、議会

基本条例の中でこの政策検討会議を位置づ

けたいという思いとは、ちょっと違うとい

うことをお伝えしたいと思います。

高田 重信委員 政策ということを大枠で考えると、政策を

提言するというか、予算は政策の中に含む

ものだと言っているのです。

先ほど、全会派で要望したと言われました

が、それは政策ではないと私は思っていま

す。あくまでも一つの市政のあり方だとか

方向性といった中で、しっかりと要望した

上で、政策としてしっかりと捉え、予算を
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つけてやっていくのは、やはり私は当局な

り市長の権限だと思います。

政策の捉え方も考え方も違うかもしれませ

んが、私はそのように思っています。

政策提言という言葉だけで、あまりにも軽 

々しく捉えてしまいますと、議会の立場と

して、ちょっと行き過ぎるところがあるの

かなと思います。

副座長    今の高田  重信委員の意見に対して首をか

しげる方もいるのですが、高田 重信委員

も議会基本条例について大変勉強しておら

れまして、そこに出てくる政策検討会議の

趣旨に沿った流れを今説明されたものと私

は理解しています。

政策検討会議についての皆さんの話は、階

層が相当違うところがあるので、これ以上

議論しても、前に進まないと思います。

逆に、次の項目である議会基本条例につい

て協議していくほうが、より実りある議論

ができると思いますので、この政策検討会

議についての議論はここまでにいたします。

今、大島委員からも意見がありましたが、

議会基本条例の中の一つとして、もう一回

議論するということで、次の項目に入らせ

ていただいてよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕
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副座長    それでは、協議事項３番目、議会基本条例

についてであります。

これはほぼ全ての会派といいますか、今回

は公明党は提案しておられないのですが、

本来は、一番最初に提案された会派だと思

っています。

まず、それぞれの会派から提案理由及びこ

の議会基本条例に対する現時点での考え等

をお伺いしていきたいと思います。

それでは、まず自由民主党から提案理由の

説明をお願いします。

久保委員   提案理由の説明ということで、自民党とし

ては、もともと、本当に議会基本条例が必

要なのかと。議会改革をしていく上で、議

会基本条例がなければできないのかどうな

のかという視点を持って提案をしました。

提案理由の説明だけですかね。それに基づ

く結論まで……。

副座長    結論まで言ってください。どういった立ち

位置なのか。

久保委員   その中で、自民党としてはその提案後も、

各条例を全て読み上げて、議会基本条例に

賛成・反対両方の立場の講師の方を招いて

勉強会を開催し、あるいは会派として政務

活動費を使ってそういった研修会にも参加
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をしながら、議会基本条例が本当に必要な

のかどうなのか、検討を続けてきた結果、

会派として一定の結論が出ています。

会派としての一定の結論は、この議会基本

条例はなくてもいい。つくる必要は、現状

ではないのではないかと。

特に、今の議会基本条例の議論においても、

最大の争点は、やはり議会という一つの塊

で、皆さんは議会を主語にできるかどうか

ということです。

富山市議会の中には、まだまだ、それより

も議員がとか、そういったことを主張され

る方も大勢いらっしゃいます。

そういった中で、もうこの議会基本条例は

そぐわないと。それはだめなことではなく

て、議会という全体の合議の機関というも

のを今の富山市議会の  既存の議会基本条

例では網羅できないということで、逆に足

かせになるのではないかという懸念がある

ということです。

あとは、本調査会で協議してきた中には、

タブレットの導入であったり、ＢＣＰの策

定であったり、こういった皆さんの一定の

理解を得て、必要だということで一致した

政策もあります。

議会基本条例について平行線の議論をする

よりは、このような皆さんの合議が得られ

たものを、より推進していくことが議会改
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革につながっていくというのが、我が会派

の最終的な結論でありまして、これ以上の

議論は、今後必要ないという立場でありま

す。

副座長    次に、社会民主党議員会から提案理由の説

明をお願いします。

村石委員   久保委員の発言に関して１つ言いますと、

議会基本条例……

副座長    村石委員、提案理由と立ち位置についての

説明をお願いします。

村石委員   提案理由ですね。失礼しました。

社民党会派は、議会基本条例を制定すべき

と主張したいと思います。

議会基本条例にはいろいろな条項があるの

ですが、特に大事にしたいのは、議会の活

動原則です。それには、市民の多様な意見

を的確に把握し、市政に反映させることな

どがあります。

２つ目には、議員の活動原則ということで、

議会が言論の場であること及び合議制の機

関であることを認識し、議員相互の自由な

討議を積極的に行うこととあります。

３つ目には、市民参加ということで、市民

の方に多く参加してもらい、市民の声を反
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映していく。もちろん専門的な、大学の先

生も含めてです。

４つ目には、市長との関係ということで、

議員は会議における討議に資するため、市

長に対し資料の提供を求めることができる

ということなどがあります。

したがって、議会や議員はどういうことを

しなければいけないのか。あるいは、市長

等との関係  市長等というのは職員も含め

てですが  そういうことをしっかりと規定

する必要があると思います。

そして、議会基本条例は、必ず実行し、反

省をして見直していくことが必要だろうと

思います。

議会改革にとって、議会基本条例は必要な

ものであると思います。

副座長    次に、日本共産党から提案理由の説明をお

願いします。

赤星委員   議会基本条例を制定することは、富山市議

会の規範とすべきルールを定めることです。

議会には、議決権という、自治体の法律で

ある条例、予算決算、主要な計画、執行権

限にも及ぶ驚くべき権限が与えられている

ことを自覚し、議決責任の再確認、説明責

任の確認、議員間討議で問題をえぐり出し、

住民の福祉の増進のために、よりよい方策
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を発見していくことが求められています。

そして、独善性を排除するために、調査・

研究や住民との意見交換、例えば議会報告

会などです。そうした多様な機関による住

民参加の実現が必要です。この点について

は、専門家の先生から、富山市議会の住民

参加はまだゼロですねという厳しい御指摘

もいただいております。

富山市議会としての基本理念、活動原則、

合意形成や政策形成について、住民参加、

そのための条件整備などを議会基本条例に

定めることは、住民にとっても議会改革の

到達点がわかり、議会の見える化の大きな

一歩となるものです。

特に、あの前代未聞の政務活動費の不正で、

１４人もの議員が辞職という不祥事を起こ

した富山市議会であるからこそ、真に反省

して再出発したというのなら、どういう議

会を目指すのかを、住民に対しても誰に対

しても、明確にするものが必要不可欠だと

考えております。

このことから、再度、重要案件として、議

会基本条例の制定を提案するものです。

副座長    次に、会派  誠政から提案理由の説明をお

願いします。

尾上委員   我が会派から、議会基本条例を平成３０年
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度に検討すべき事項として上げさせていた

だいたのは、これについては、意見が一致

しないということで、ずっと引っ張ってい

たからです。

先ほど久保委員からも発言がございました

が、制定する、しないということをここで

ある程度決めて、制定するという結論にな

ればそれに向けて  本調査会で長く話をし

ていても、なかなか  検討すべき事項もた

くさんありますので、それはまた別に議会

基本条例の制定に向けた場を設けなければ

いけないと思います。

制定しないのであれば制定しないで、通常

なら議会基本条例の中に盛り込んであるよ

うなものでも、別に検討すべきものも出て

くるかもしれないということで、上げさせ

てもらっています。

我が会派としては、先ほどから御意見もあ

りましたが、今の段階では制定するべきで

はないというふうに考えております。

もう少し  それこそ先ほどの話ではないで

すが、今のところ、議会として一致団結し

て、何かができるような状況にないのでは

ないかというふうに思っております。

今後またと言うと、おかしな話になるかも

しれませんが、私は議員たる者、議会基本

条例がなくてもできるというのが普通だと

思っておりますので、議会基本条例は必要
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ないというふうに考えております。

副座長    次に、光から提案理由の説明をお願いしま

す。

上野委員   私どもの会派は、議会基本条例を制定する

方向で提案をさせていただきました。

先ほど何人かの委員の方から発言があった

かと思いますが、どういった議会を目指す

のかということを言葉で伝えていくことは

確かにできますが、それを明文化すること

は、やはり一つ違うステップなのかなとい

うふうに捉えています。

議会基本条例がなくても、確かに私たちは

議員として誇りを持って仕事をしていると

私も思っていますし、皆さんそれぞれ、そ

のことを肝に銘じて活動されているとは思

っています。

ただ、やはり明文化することによって示し

ていくことは、重要ではないかなと思い、

今回提案させていただきました。

副座長    次に、日本維新の会から提案理由の説明を

お願いします。

金井委員   結論を言えば、議会基本条例は制定すべき

だと思っております。

私どもの考え方として、地方自治というの
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は住民が基本で、その住民の中から議員が

選ばれ、議会があると。

先ほどからちょっと出ていますが、会派と

いうのは誰と組んでもよく、規定はありま

せん。

長い間、富山市議会は会派で動いてきまし

たが、これからは、議会全体で過疎地の問

題やいろいろな都市部の問題、あるいは三

世代の問題に取り組むべきだという観点か

ら、ＢＣＰ、あるいは先ほど提案のあった

政策検討会議など、いろいろな協議事項に

ついて、本調査会は具体的な発言をする場

所であって、トップは議会基本条例だと考

えています。

ですので、議会基本条例を制定するべきだ

と思います。

副座長    続いて、最後にフォーラム３８から提案理

由の説明をお願いします。

大島委員   組織に理念、理想のない  それらを掲げな

いものには、もう全く進歩はないと思って

おりますので、当然、議会基本条例はつく

るべきものだというふうに、私は今まで思

ってきました。

また前文には、１４名が不祥事を起こした

ために議会基本条例をつくらざるを得ない、

二度とこういうことをさせないためにこの



46

議会基本条例をつくったということをうた

ってもらいたいと思っているのです。

先ほど、議会基本条例を制定する必要はな

いというふうにおっしゃった方がいました

が、制定していない中核市１９市の中で、

制定しないことを決めた議会があるかどう

かを、ぜひ聞いてもらいたいと思います。

また、ことし７月の本調査会で江西副座長

は、「市民の皆さんに議会改革が進みまし

たという看板となるような議会基本条例は

決して導入してはならないというふうに私

も会派としても認識しております。もし策

定するのであれば、スーパー基本条例とい

うわけではないですが、ほかの議会基本条

例を圧倒的に凌駕したような、しっかりと

した議会基本条例をつくるべきというふう

に認識しております」と言われています。

私もこれには同意します。大賛成です。

自民党の提案理由の中では、早稲田大学マ

ニフェスト研究所のために制定していると

言われる方もいらっしゃいます。そうであ

れば、何回も繰返しになりますが、早稲田

大学マニフェスト研究所へ調査の報告をし

なければ順位はつかないわけですので、そ

の報告をしないという条件で、ぜひ議会基

本条例を制定していただきたいと思います。

副座長    今の大島委員の意見は、自分の意見であっ
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て、誰も言ったことがない内容を言ってい

ます。

大島委員   本調査会の記録にあります、自民党からの

提案理由の部分を読んでいただければわか

ると思います。

副座長    いや、それはないですね。

大島委員   「ランキングアップ以外に見当たらないと

いうことが判明した」とあります。

副座長    見当たらないということでしょう。

その表現とは違う表現をされましたから。

それ以外のメリットが見当たらないという

表現をしたにもかかわらず、大島委員は早

稲田大学マニフェスト研究会のために制定

しているというふうに言葉を置きかえられ

ていました。内容、趣旨が大きくずれてい

ると思います。

今言い直されたとおりの趣旨を言ってもら

わないと困ります。

ここまで言ってもらいましたが、せっかく

ですので、公明党からもお願いします。

佐藤委員   皆さん御存じのとおり、議会基本条例は、

本調査会が設立する１０年以上前に、全国

的にもこの議会基本条例が議会改革だとい
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うトーンで、我が会派が真っ先に、他都市

に遅れることなく、我が富山市議会でも検

討すべきではないかということを、一番最

初に提案させていただいたという経緯がご

ざいます。

その一方で、まだ議会基本条例は制定され

ていないわけですが、昨年度、本調査会に

おいて議会基本条例の制定について検討す

べきだという項目を上げさせていただきま

した。

先ほどの政策検討会議の話と重なりますが、

今、副座長も言われましたけれども、議会

基本条例については検討中であるがために、

２年目の今年度に改めて提案しなかったわ

けです。

いずれにしても、地方自治法の改正等で議

会改革が  先ほど来、皆さんも言っておら

れますように、地方議会の権能といいます

か、二元代表制としての使命というのが大

きく変わってきました。

そういう中において、大島委員の話にもあ

りましたが、あの大きな問題が起きて、例

えば領収書等の公開やケーブルテレビの中

継など、これまでも議会改革はいろいろと

進んできたと思っています。

もっと言えば、稚拙ですが、広報誌に名前

も写真も載せていないなど、そういう時代

であったからこそ、議会改革を進めるべき
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だという趣旨で提案をさせてもらいました。

その中において、富山市議会は大きな課題

を市民に提示してしまいましたが、結果的

には、議会改革がさらに進んだということ

は、本当に大きな意義があったと思ってい

ます。

そういう中で、今、私自身は議会基本条例

の制定を目的とするような 何度も言って

きましたが、そもそも議会改革は、市民の

福利厚生や福祉増進のために議会があると

いう原点に立って、政策立案機能を持つと

いうこととこれまでの行政監視機能、この

２つが大きくクローズアップされていると

いうことだと思います。

ただ議会基本条例を制定すれば、全てがよ

しというふうに、何となく変わってきてい

るように非常に感じて……。

私は、この件についてはもっと慎重に  今

は富山市議会として、市民のための議会改

革をもっともっと進めていく、そういった

議会に変わっていくことを最重点課題とす

るべきです。

そういう中において、恐縮なのですが、私

どもが最初に提案したときの時代背景と今

ここまで議会改革が進んできた もっと言

わせていただきますと、先般、地方自治法

のもとで政務活動費の運用の議論をして、

富山市議会政務活動費の交付に関する条例
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を制定して、その条例のもとで政務活動費

の運用指針をつくりました。

しかし、運用指針に書いていないがために、

その前提となる条例には、当たり前ですが、

我が富山市議会は、会派に対し政務活動費

を交付すると書いてあるわけです。旧の運

用指針では、あえて個人に交付する政務活

動費の使い方……

（「課題と違うことを発言していると思い

ます」と発言する者あり）

副座長    そのまま続けてください。

佐藤委員   要は、私は、議会基本条例を制定しても、

それが本当に  市民に簡単に理解していた

だくために制定したものでありながら、先

ほども何度か言われましたが、市民に対し

て説明責任をしっかりと果たす議会に変わ

ろうというのに  その説明責任を一つ一つ

しっかりと果たしていく、まずその実践こ

そが大事であるというふうに思います。

この繰返しをしっかりやっていく、議会改

革をきちんとやっていく、これがまず今は

大事だというふうに考えております。

早急に議会基本条例を制定するかしないか

のみを決定する時期に、今はないというの

が公明党の結論です。
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副座長    今、明確に否定をされたということであり

ます。

ここまで各会派から意見が出ましたが、各

委員からの御意見をお伺いしたいと思いま

す。

高田 重信委員 補足として、先ほど大島委員がスーパー基

本条例という言い方をされましたが、皆さ

んの頭の中にある議会基本条例というのは、

今まで各自治体でやってこられた議会基本

条例で、それがスタンスとしてなってきて

いると私は理解しています。

そのことについては、やはり富山市議会と

して、議会基本条例を一つ一つ変える  議

会改革の要点としては、全く違った観点で

やるべきだと思っていますので、今皆さん

が考えている議会基本条例に対しては、私

も大変反対しています。

ただ、先ほどから言われている、説明責任

だとか、いろいろな形の中で、我が会派が

大きな過ちを犯したことに対しては反省を

しながら裁判を行っているわけです。

そうした中で、やはりガバナンスという考

え方から行くと、まずは議会改革をしっか

りとやりながら、それを実践できる議会に

なってから、初めてこうした条例というも

のに取り組まないと  条例に縛られた中で

動いていくことになると、またどこで  先
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ほど佐藤委員も言われたように、条例を制

定したけれども、やはり過ちがあったわけ

です。

そうした中で、やはり私たちが今取り組ん

でいることについては、自民党としても、

情報開示ということで積極的に進めながら、

それこそ皆さんとの合議の中で、こうした

議会改革を進めてきています。

今まで皆さんの頭の中にあった議会基本条

例については真っ白にされて、先ほど金井

委員も言われましたが、議会改革の中で、

決めるべきものは決め、改革を進めながら

時期を見て、議会としてのガバナンス、議

員としてのガバナンスのあり方をしっかり

と検討していくべきで、まだ時期尚早だと

思います。

副座長    今、議会基本条例に対して否定的な意見が

出たのですが、ほかにありませんか。

髙田 真里委員 会派の中でもいろいろな議論があるわけで

す。

私も、平成２８年１１月の補欠選挙で当選

した初めの、勉強不足だったころは、やは

りそういう理念的な議会基本条例はあった

ほうがいいのではないかと思っていました。

しかし、いろいろな本を読み、講師の方を

呼び、いろいろな議会へ視察にも行かせて
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いただき、話を聞いていくうちに、議会基

本条例の制定イコール議会が改革されたと

いうふうに勘違いしてしまうと、とても大

変なことになるということで、やはり中身

を精査していかなければならない中で、議

会基本条例がなければできないものは何一

つないという思いに達しています。

例えば、タブレットの導入にしてもＢＣＰ

の策定にしても、本当に早急に議会として

やっていかなければいけないと私は思って

います。

そういう個別にできる議会改革がいっぱい

ありますので、制定していないとかできて

いないということではなく、議会改革を着

実に進めていくことが先決だというふうに

感じております。

押田委員   私も、議会基本条例は富山市議会には今の

ところ必要ないということを申し上げた上

で話をします。

実際、配付資料によると、中核市のうち議

会基本条例を制定しているのは３５市、制

定していないのは１９市となっています。

しかしながら、先ほど公明党から言われま

したように、何か、はやりのように、議会

基本条例がブームとなってきたのではない

かと思います。

議会基本条例を制定すれば、早稲田大学マ
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ニフェスト研究所の議会改革度調査のラン

キングも上がるし、私たちは議会改革に取

り組みましたという気分になれる。そうい

ったところがどこかにあったのではないか

というふうに思います。

実際に本調査会では、熊本市、福岡市、下

関市を視察してきました。議会事務局の方

から否定的な話も聞き、そのような意見が

たくさんある中で、他の議会が制定したか

ら富山市議会もという感覚は、まずは捨て

ましょうということを言いたいと思います。

      あともう一つ言えるのは、自民党や公明党、

会派  誠政を除く５会派でもいろいろと勉

強会をされたと思います。

江藤  俊昭さんの講演会を開催されたとい

う話は報道などでも聞いていますし、その

講演会へ私どもの知り合いが行って話を聞

いたところ、議会基本条例がなぜ議会改革

につながるのかということのロジックは全

く語られていなかったというふうに聞いて

おります。

      どうしても必要というような感覚ではなく、

議会基本条例を箱物で考えるならば、無駄

な箱物行政をつくって、箱の中で何をやり

たいのか、今のシステムではできない何か

があるのか。あるならば検討すればいいけ

れども、仏つくって魂入れずのような状態

になるのであれば  先ほど上野委員も言わ
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れましたが、議員一人一人が誇りを持って

やっているというのであれば、その誇りを

持って、皆さんが議会改革に取り組んでい

くということでいいのではないかと。魂を

込めればいいのではないかというふうに思

います。

      改めて言いますが、自民党としては、議会

基本条例は、今のところ制定する必要はな

いと思います。

副座長    せっかくですので、髙道議員お願いします。

髙道議員   私も議会基本条例の制定については反対し

たいと思っております。

      全体的な話をさせていただきますと、私た

ちは市民から選ばれています。逆に、皆さ

んもよくこの言葉を使われたと思いますが、

当局とのパイプ役になるとか、皆さんの意

見を吸い上げて何かをするとか、質問する

とか、もともとそうやって活動されていま

すよね。

      先ほど住民参加がゼロではないかという話

がありましたが、実際、ほかの会派の方々

は住民の話を聞いて、委員会や本会議とい

ったところできちんと質問をされたり質疑

をされていると思います。

ですから、政策検討会議も必要ないと思い

ますが、議会基本条例につきましては、や
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はり全国的にそういう雰囲気の中で、あれ

ばいいのか、ないほうがいいのかと言われ

ると、あったほうがいいというのが普通だ

と思います。

しかし、私の勝手な思いですが、県民性で

あるとか習慣であるとか、いろいろなこと

を考えると、今の富山市議会は、いい方向

で議会改革も進んでいますし、あえて議会

基本条例を制定する必要はないという考え

でございます。

舎川議員   私は今回、代理出席ではありますが、皆さ

ん、いろいろと見てこられたわけですよね。

そこで、実態はどうなのかというところで

ちょっと考えていただきたいというふうに

思います。

      議会基本条例の制定をもって議会改革とす

るわけではないと思いますし、その他一つ

一つの項目を改めて掘り下げていくことが

非常に重要だというふうに思っています。

先ほど我が会派からいろいろ話をされまし

たが、私としても、現時点で議会基本条例

の制定は必要ないと思っています。

副座長    これで全員の意見を伺ったわけですが、賛

成といいますか、議会基本条例は必要だと

思う方は４人、反対の方は８人でした。

反対の方は、一貫して議会基本条例を全て
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勉強した上で不必要だと……

（「５人ではないですか」と発言する者あ

り）

大島委員   ちょっとすみません。今の賛成・反対のこ

とについてよろしいですか。

副座長    ５人です。すみません。

決をとっているわけではないですよ。

賛成の論調ですよ。

大島委員   佐藤委員は、最後には、いまだ決める時期

ではないというふうな意見と捉えるわけで

すが……。

副座長    それは当然理解した上です。

ほかも全員そうです。

誰も強く大きく反対しているというのでは

なく……

（「それは違う。誠政は制定する必要はな

いとはっきり言われました。公明党もつく

る必要は今はないと言われました」と発言

する者あり）

（「意思確認をしてはどうですか」と発言

する者あり）
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副座長    意思確認をするつもりはなかったのです。

論調を……。

佐藤委員、私の言ったことは違いますか。

地に足をつけた議会改革をすべきだという

ふうな意見で、議会基本条例は今は不要だ

と言われたと私は認識しましたが、違いま

したか。

佐藤委員   副座長が現時点でどういうまとめ方をされ

るのかというところに、私も注目しており

ました。

先ほど来お話しさせていただいているとお

り、昨年も言いましたが、議会基本条例に

ついては、しっかりと慎重に検討すべきだ

というスタンスは変わりません。

そういう意味では、きょう議会基本条例に

ついて協議をして、もう今期中には議論を

行わないということで、今期中において賛

成か反対かというふうに副座長がおっしゃ

るのであれば、非常に難しい表現になりま

すが、今年度の現状では、残念ながら、議

会基本条例を制定するという決定は、なか

なか難しいと……。

どう表現していいかわからないのですが。

副座長    わかりました。

大変難しい状態にあるということですね。
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佐藤委員   全否定をする立場では、当然ないというこ

とで、昨年も申しましたが、富山市議会に

合った議会基本条例というのが……

（「議会改革を進めるということですね」

と発言する者あり）

佐藤委員   そうです。

議会改革を進めるという意味では、まずは

議会基本条例云々という議論を置いておい

て、まずはできることをしっかりとやりま

しょうというのが現時点での意見です。

副座長    先ほどの佐藤委員の意見の中に、要は、決

めたはいいけれども、守らない状態もある

と。その状態で、こういった決め事自体に

対して、大変慎重な姿勢を私は感じていた

わけです。

ですので、当然私はそういうニュアンスを

感じておりました。

佐藤委員   副座長も皆さんも理解してくれていると思

います。

副座長    尾上委員も今期は、今の現時点では見送り

というふうな話をされたわけですよね。

尾上委員   明確に必要ないと言いましたが、私として
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は、また来年度、再来年度と、議会基本条

例が制定されるまでこの議論を延々と続け

ることが、本当に正しいのかどうなのかと

いうところを少し疑問に思っていました。

ですから、大島委員が言われたように、議

会改革は議会基本条例を制定することなの

かという思いは私にもあります。

大島委員が、一番最初に１４人云々という

ことを盛り込んでもらいたいと言われまし

たけが、私はそれならばなおのこと要らな

いと思うのです。そうではないだろうと。

議会基本条例とは、この議会改革の発端は

そうだったかもしれませんが、それとは別

物だと思っているのです。ですから、やは

りどこかの時期で、制定する、しないとい

う結論を出すべきだと思いますし、それだ

けではなく、議会改革をもっともっと進め

るべきだというふうな意味合いで、議会基

本条例は必要ないと言わせていただきまし

た。

副座長    そういう意味で必要ないと言われたという

ことは、もう必要ないということを決める

べきだというふうな意見だということです

ね。

尾上委員   はい、そうですね。

どこかの時点で決めなければ、延々と議会
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基本条例を制定するまでこの議論が続くと、

なかなかほかの議論もできなくなるのでは

ないかということを懸念しての……。

副座長    明確な回答をありがとうございます。

久保委員   まず、我が会派としての一定の結論は必要

がないということで、これは自民党の意見

です。

その中において、今後、本調査会のように

全ての会派が集まる協議の場で、これ以上

議論する必要もないですし、もっと、皆さ

んの合意形成が図りやすい項目について、

優先して議会改革を進めていけばいいので

はないかというのが自民党としての主張で

あります。

私も確かに、一抹の不安があるのは、真に

反省をして出発をしたとか、明文化しなく

ても議員の誇りを持ってやっているはずだ

という議論もある中で、２年もたたないう

ちに、反省のもとでつくってきた運用指針

に触れられていないから大丈夫だとか、グ

レーなものを復活させてほしいとか、こう

いったことがあります。

これをもっと開かれた形で、誰がどういう

主張をされているのかということを市民に

はもっと伝えていきたいという思いはあり

ます。
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明文化しないと難しい方々もいらっしゃい

ますが、そうは言っても、これ以上議論し

ても平行線であり、全会派が集まって議論

する貴重な場においては、もっとほかに進

めるべきことがあるということで、これ以

上の議論は必要ないというふうに思ってお

ります。

（「そのとおり」と発言する者あり）

大島委員   もちろん、議会基本条例の制定は、スター

トであってゴールではないので、それは十

分御理解いただきたいです。

また、議会基本条例の話をしながら、ほか

の議会改革ができないということではあり

ません。当然、並行して話はできます。

もし議会基本条例についての論議をこれで

打ち切るのであれば、柞山座長がいらっし

ゃるときにぜひやっていただきたい。きょ

うはやめていただきたいです。

副座長    ほかに御意見はありますか。

赤星委員   佐藤委員が言われたように、議会基本条例

の制定については、確かに公明党が最初に

御提案されました。

当時、共産党としても議会基本条例につい

て提案したかったのです。しかし、当時の
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富山市議会はああいう状態でしたから、そ

れ以前の段階として、まずは議会基本条例

について勉強しようという提案をしました

が、これさえ蹴られました。

ケーブルテレビやインターネット中継です

とか、議会報への一般質問をした議員名や

写真の掲載、費用弁償や海外視察の廃止な

ど、こうしたさまざまな議会改革は、政務

活動費の不正受給問題が発覚し、議員辞職

が相次いだところから急に、反対していた

自民党を中心にやろうということでばたば

たと、できていなかったマイナスがゼロに

近づいたというふうに思っています。

ですので、平成２８年１１月の補欠選挙や

平成２９年４月の改選があり、今こそ、議

会基本条例をみんなで話し合えるテーブル

ができつつあるというところです。いろい

ろな議会改革をできるところから進めなが

ら、大島委員がおっしゃったように、議会

基本条例についても、同時に並行して議論

していってほしいと思います。

本調査会としてせっかく行った視察につい

ては、私どももそうですし、ほかの会派か

らも、もっと近隣で議会改革が進んでいる

と言われている議会を幾つも提案しました。

しかし、それは全く採用されずに、なぜわ

ざわざ議会基本条例を制定していない熊本

市議会、福岡市議会へ行き 下関市議会は
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議会基本条例を制定していて、いろいろな、

大変活発な議会改革を行われていたのです

けれども……

副座長    赤星委員、これは今の議論の内容ではない

と思います。

赤星委員   そういうことをおっしゃって、議会基本条

例は必要ないというのは間違いだと思いま

す。

議論を続けていってほしいと思います。

副座長    赤星委員は今このテーブルに 今急に高ま

っているというふうに言われましたが、全

員の意見は聞いてのとおりです。

それぞれの意見をやはり尊重していただき

たいと思います。

佐藤委員   これでまとめていただいて、基本的には継

続協議という形で終わってもらえればとい

うのが私の思いです。

ただ、先ほど大島委員が言われましたが、

議会基本条例については、今年度、最後に

もう一度、柞山座長のもとで、あえて今任

期において賛成か反対かを問うのであれば、

また持ち帰りたいと思います。

いずれにしても、先ほども述べましたが、

本当に議会基本条例の制定の意味  かつて
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は、いわゆる議会基本条例という、単にそ

の言葉だけが走り過ぎていました。

今の富山市議会に見合った 根本的にはそ

の条例の名称を変えてでも、議会で一致し

て何かをできればいいなという思いはあり

ます。

残念ながら、返す返すも、今は議会として

まとまろうという機運が見られないことが、

私は本当に悔しいと思っております。意見

です。

副座長    私もきょう特段  もともと本調査会は、決

をとる場ではなく、協議の結果を議長にお

伝えする機関であります。

にもかかわらず、柞山座長のときでなけれ

ば決をとるなというような、非常に攻撃的

な発言もあったわけですが、私は何もそう

言っているわけではありません。

この議論については、概ね、それぞれの意

見を皆さんが自分の耳でお聞きいただいた

とおりであります。

議会基本条例については、本日、柞山座長

は欠席でございますので、これまでの意見

をそのままお伝えさせていただきたいと思

います。

これでよろしいですか。

高田 重信委員 １つだけ。座長が、急に、本当に仕方ない
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理由で、どうしても欠席となった中で、

この調査会として、皆さんがこれだけ話

してきたのに、座長がいないとできない

といった発言は、私は本調査会を軽視し

ていると思います。

（「そのために副座長がおられるのではな

いですか」と発言する者あり）

副座長    それは結構です。皆さん、この議論はやめ

ましょう。これ以上、この調査会が割れて

も仕方ありませんので。せっかく意見を言

い合う場ですので……。

今言ったとおり報告させていただくという

ことで御了解いただきました。

これで本日の協議事項は全て終了いたしま

した。

本日の協議結果につきましては、私から議

長へ報告することといたしますので、御承

知おき願います。

今年度、委員の皆さんから上げられました

案件については、本日で一通り協議された

ことになります。

今年度中に、もう１回開催ということであ

りますが、これについては座長にも相談し

てまいりました。

本調査会は、今まで非常に活発な議論がで

きたことはよかったのですが、ここで出て
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きた議論が、そのまま同じ意見としてまた

請願で上がってきて、それがそのまま再度

本会議に上がってくるなど、この調査会そ

のものの存在について、考えさせられるこ

とが大変多い年度ではなかったかというふ

うに考えております。

そこで提案であります。次回の本調査会に

おいて、今後、この調査会をどうすべきか、

どのような運営をしていくべきかというこ

とを、皆さんそれぞれの会派へ持ち帰り、

御検討いただきたいというふうに思います。

高田 重信委員 今の発言だと、持ち帰って、それを会派で

決めたことを誰に伝える  議長に伝えるわ

けですか。どういうふうな……。

副座長    次回の本調査会で、この調査会のあり方に

ついて、また御意見を伺いたいと思います。

皆さんから意見を伺いたいという座長の思

いもありますので、それでいかがでしょう

か。

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副座長    それでは、そのようにしたいと思います。

      次回の開催日程については、正・副座長で

協議の上、改めて御案内したいと思います。

これをもって、本日の議会改革検討調査会
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を閉会いたします。
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